
 神奈川区地域福祉活動計画助成金

神奈川区活動計画助成金「わくわく！ステップ」は
“これからも住み続けたい神奈川区”を目指すため、
神奈川区地域福祉活動計画の実践に対して助成するものです。

“1 人の 100 歩より 100 人 1 歩”という活動計画のスローガンの
もと、さらなる 1 歩を踏み出す活動を支援します。

申請期間

2／23（月）

～

3／13（金）

「わくわく！ステップ」がはじまります！

�

 対象団体
神奈川区内の地域で活動している団体（例・ボランティアグループ、

NPO、地区社協、自治会町内会、社会福祉法人、企業等）で、会則

等をもうけている団体。個人は対象としません。

 対象活動
対象となる活動は、以下の要件を全て満たすものとします。

①「神奈川区地域福祉活動計画」の実践につながる活動。

②地域の福祉・保健課題を解決するための活動で、助成対象年度末までに
　具体的な効果・成果が期待できるもの。

 注意事項
●公開審査会があります。

●同一活動で区社協助成金や共同募金との重複申請はできません。

まずは説明会へ！（説明会については 32 ページをご覧下さい）

 「わくわく！ステップ」はこんな助成金

◆神奈川区地域福祉活動計画に掲載されている『活動項目』の実践を対象としています。
◆新しく活動を始める、今までの活動をさらに広げる・強化するなど“さらなる 1 歩”を踏み

出すためにご活用ください。
◆活動拠点の整備での申請もできます。
◆申請は 1 団体 1 活動とします。

 助成金の種類

（1）活動費助成　
対象経費の 3 分の 2 を限度とし、最大 50 万円まで申請可能
＜対象となる経費＞人件費（謝金・交通費程度）、講師代、物品購入費、印刷費、通信費、保険料等

（2）拠点整備費　
対象経費の 90％を限度とし、最大 100 万円まで申請可能。
＜対象となる経費＞施設改修費、家賃（敷金は除く）、高熱水費、備品費等

※活動費助成、拠点整備費の両方を申請することもできます。


